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別表 『

示談書

損害賠償内訳書

熱 ‘
平成23年9月21日に到来した台風15号による豪雨のために翌22日に

鬼怒川が増水したが，甲の管理する坂巻排水樋管のゲート操作が遅延したこと

によって鬼怒川の水が堤内に逆流し，乙の所有する家屋が浸水し損害を受けた。

一

●

つ

｜
〔

I

罰遡鵠用

J
1

1

2示談の内容

（1）甲は，乙が浸水によって受けた本件の損害に対する賠償金として，別表損

害賠償内訳書のとおり金386， 550円を乙に支払うものとする。

（2）甲及び乙は1乙が浸水によって受けた本件の損害及びこれに対する甲の賠

債に関し，今後いかなる事情力性じても異議の申立てをしないことを聴辮『す

る。
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名押印し，各自1蓮毒縮奮舜 。
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損害賠償の種類 数鐘 単価(円） 金額(円） 摘要

床下薬剤散布工事 1式 368,550

就業不能補償
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零件の状況
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損害賠償内訳書
一

常総市(以下｢甲｣という｡）と■■■■■(以下｢乙｣という｡）とは,平
成23年9月21日に到来した台風15号の豪雨による鬼怒川の増水に伴う浸水

によって生じた乙の損害を甲が賠償することに関し，次のとおり示談する。
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1本件の状況

平成23年9月21日に到来した台風15号による豪雨のために翌22日に

鬼怒川が増水したが,甲の管理する坂巻排水樋管のゲート操作が遅延したこと

によって鬼怒川の水が堤内に逆流し，乙の所有する家屋が浸水し損害を受けた。

●
I

巳

2示談の内容

（1）甲は，乙が浸水によって受けた本件の損害に対する賠償金として，別表損

害賠償内訳書のとおり金217， 500円を乙に支払うものとする．

（2）甲及び乙は，乙が浸水によって受けた本件の損害及びこれに対する甲の賠

償に関し,今後いかなる事情が生じても異議の申立てをしないことを確約す

る。
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以上のとおり示談が成立したので，本書を2通作成し，甲及び乙がそれぞれ記

名押印し，各自1通を保有する｡
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甲住所 常総市水海道諏訪町322

氏名 常総市長長谷川典子
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損害賠償の種類 数量 単価(円） 金額(円） 摘要

床下薬剤散布工事費 1 式 199,500

就業不能補償 1 日 ' 18,000

計 217,500
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’死

損害賠償内訳書
常総市（以下『甲』という

熱23年9月21日に到来した

.よって生じた乙の損害を甲が

■■■■■(以下･ ｢乙jという｡）とは，平成

5号の豪雨による鬼怒川の増水に伴う浸水に

るごとに関し，次のとおり示談する。
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1本件の状況

議
平成23年9月21日に

鬼怒川が増水したが，甲の

とによって鬼怒川の氷が堤

けた。
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’2示談の内容

（1）甲は，乙が浸水によっ

害賠償内訳書のとおり金

（2）甲及び乙は，乙が浸水

償に関し，今後いかなる
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損害賠償の種類 数愚 単価(円） 金額(円） 摘要

乗用車損害賠償賀 1 式 513,669

就業不能補償 1 日 18，000 立会日

計 531,669
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別表
示談書

損害賠償内訳書

常総市(以下｢甲｣という)と■■■(以下｢乙jという｡)とは,平成
23年9月21日に到来した台風15号の豪雨による鬼怒川の増水に伴う浸水に

よって生じた乙の損害を甲が賠償することに関し，次のとおり示談する。

1-脚’

1本件の状況

平成23年9月2，1日に到来した台風15号による豪雨のために翌22日に

鬼怒川が増水した斌甲の管理する星野宮排水樋管の罪ﾄ操作が遅延したこ
とによって鬼怒川の水が堤内に逆流し,乙の所有する乗用車が浸水し損害を受
けた。

●2示談の内容

（1）甲は，乙が浸水によって受けた本件の損害に対する賠償金として，別表損

害賠侭内訳書のとおり金'’5， 05'円を乙に支払うものとする。
（2）甲及び乙は,乙が浸水によって受けた本件の撹害及びこれに対する甲の賠

償に関し，今後いかなる事情が生じても異議の申立てをしないことを確約す
． る。●
以上のとおり示談が成立したので，本書を2通作成し，甲及び乙がそれぞれ記

名押印し，各自1通を保有する。

平成23年ﾉ0月‘日
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甲住所常総市水海道諏訪町32

氏名 常総市長長谷川典子
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損害賠侭の種類 数量 単価(円） 金額(円） 摘要

乗用車損害賠侭費 1 式 97,051

就業不能補侭
｡

1 日 18,000 立会日

計 115,051
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1

損害賠償内訳書｜

I
常総市(以下｢甲｣という｡）と■■■■■(以下｢乙｣という｡）とは,
平成23年9月21日に到来した台風15号の豪雨による鬼怒川の増水に伴う浸
水によって生じた乙の損害を甲が闇賞することに関し，次のとおり示談する。 ．鰯 1

！
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1本件の状況

平成23年9月21日に到来した台風15号による豪雨のために翌22日に

鬼怒川力轄水したが,甲の管理する坂巻排水樋管のゲート操作が遅延したこと

によって鬼怒川の水が堤内に逆流し，乙の所有する家屋が浸水し損害を受けた。

’
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●
2示談の内容

(1)甲は,乙が浸水によって受けた本件の損害に対する賠償金として,別表損
害賠償内訳書のとおり金458， 297円を乙に支払うものとする。 ‘

（2）甲及び乙は，乙が浸水によって受けた本件の損害及びこれに対する甲の賠

償に関し，今後いかなる事情が生じても異議の申立てをしないことを確約す
る。

＝

以上のとおり示談が成立したので,本書を2通作成し，甲及び乙がそれぞれ記

名押印し，各自1通を保有する。
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甲住所常総市水海道諏訪町3222

氏名 常総市長長谷川典子
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損害賠償の種類

床下薬剤散布工事費

ルームエアコンエ事費

石油給湯器修理費

就業不能補償
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